
令和７年度 市民税・県民税・森林環境税

特別徴収に関するつづり

【上尾市】

＜お問い合わせ先＞ 上尾市役所 市民税課 住民税特別徴収担当 TEL 048-775-5132
※「特別徴収税額の決定（変更）通知書」に記載の「指定番号」をお知らせください。

eLTAX

【お知らせ】
令和８年度より、「特別徴収に関するつづり」の送付を取りやめます。

特別徴収税額決定（変更）通知書の電子データが正本化されています。

特別徴収に関する情報は、上尾市のホームページをご確認ください。

【eLTAXホームページ】

各種申請書等は、eLTAX（エルタックス）での提出を推奨しています。
紙に印刷し郵送する手間、複数の市区町村への提出が一括で行えるなど事業所の事務負担の軽減に繋がります。
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※「特別徴収税額の決定（変更）通知書」に記載の「指定番号」をお知らせください。
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〈納入場所〉

（１）金融機関

　　埼玉りそな銀行（上尾市役所内派出所含む）

　　りそな銀行・群馬銀行・武蔵野銀行・東和

　　銀行・栃木銀行・大光銀行・埼玉縣信用金庫・

　　川口信用金庫・青木信用金庫・飯能信用金庫・

　　城北信用金庫・中央労働金庫・さいたま農

　　業協同組合

　　ゆうちょ銀行・郵便局（埼玉県、東京都、神

　　奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県及

　　び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局）

※一部金融機関において、窓口での納入取扱い

　を終了する場合があります。詳しくは金融機

　関へお問い合わせください。

（２）上尾市役所・支所・出張所

　　平方支所・原市支所・大石支所・上平支所・

　　大谷支所

　　尾山台出張所・上尾駅出張所



令和７年度　　　　特別徴収義務者指定通知書

特別徴収義務者　様

上尾市長 畠 山　 稔

　地方税法第４１条、第３１９条及び第３２１条の４第１項並

びに上尾市税条例第４４条及び第４５条の規定により、貴

事業所を令和７年度市民税・県民税・森林環境税の特別

徴収義務者として指定させていただきます。

　つきましては、別紙「給与所得等に係る市民税・県民税・

森林環境税特別徴収税額の決定通知書」に記載の特別徴

収税額をご確認のうえ、徴収及び納入をお願いします。

　なお、同封しました「給与所得等に係る市民税・県民税・

森林環境税特別徴収税額の決定通知書」のうち、特別徴

収ができない納税義務者が含まれていた場合には、この

つづりにあります｢給与所得者異動届出書｣をご記入のう

え、ご提出くださいますようお願いします。

１．市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは
　　納税義務者の便宜を図るため、地方税法並びに上尾市税条例の規

　定により、納税義務者が１年間に納入しなければならない市民税・

　県民税・森林環境税額を、１２回（６月から翌年５月まで）に分割して各

　納税義務者に支払われる給与から徴収し、その徴収額をまとめて毎

　月事業所等が納入する制度をいいます。また、納税義務者から徴収

　した額を納めていただく事業所等を特別徴収義務者といいます。

　　特別徴収義務者の一斉指定により、給与の支払があるものは原則

　特別徴収が義務付けられています。そのため、普通徴収（個人納

　付）となる納税義務者がいる場合には、給与支払報告書の提出の際

　にあわせて「普通徴収切替理由書」の提出が必要となります。

２．納入
　　各納税義務者から徴収された月割額は、「納入書」によって指定さ

　れた金融機関に、徴収すべき月の翌月１０日までに納入してください。

　（１０日が土日祝日のときは翌営業日となります。）

（１）　納期特例について

　　①　納期特例とは

　　　　毎月納入している特別徴収税額を年２回にまとめて納入す

　　　る制度です。具体的には、毎月徴収した特別徴収税額のうち、６

　　　月分から１１月分を１１月分の納期限（１２月１０日頃）、１２月分から

　　　翌年５月分を５月分の納期限（６月１０日頃）の２回に分けて納

　　　入することとなります。

　　②　対象となる特別徴収義務者

　　　　納期特例の承認を受けることのできる特別徴収義務者は、

市　民　税
県　民　税 の特別徴収の取り扱いについて
森林環境税

（公印省略）

市 民 税
県 民 税
森林環境税

－ １ －



　　　給与の支払を受ける者が常時１０人未満の事業所等です。

　　　（他市町村の従業員も含めた、事業所全体の人数です。）

　　※市税の著しい納入遅延、滞納があると、承認されない場合もあ

　　　ります。

　　③　手続方法について

　　　　納期特例の承認を受ける場合には、１３ページの「市民税・県

　　　民税・森林環境税特別徴収における納期特例の承認申請書」に

　　　必要事項を記入し、上尾市役所市民税課まで提出してください。

　　　　また、納期特例の要件を欠いた場合には、１４ページにある「市

　　　民税・県民税・森林環境税特別徴収における納期特例の承認解

　　　除届出書」に必要事項を記入し、上尾市役所市民税課まで提出

　　　してください。

　　④　注意事項

　　　　承認を受けた後であっても、徴収金の著しい納入遅延があっ

　　　た場合は、承認の取消をさせていただくことがあります。

　　　　なお、変更がない場合は継続となりますので、改めて申請し

　　　ていただく必要はありません。

（２）　納期限内に月割額を納入しなかった場合について

　　①　督促状の発送について

　　　　納期限内に納入されない場合には、督促状を発送します。

　　②　延滞金について

　　　　徴収して納入すべき特別徴収税額を、納期限までに納入しな  

　　　い場合は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該

　　　税額について延滞金額を加算して納入しなければなりません。

　　　延滞金の割合は、納期限の翌日から１か月を経過する日までの

　　　期間については、「年７．３％」と「延滞金特例基準割合＋１．０％」の

　　　いずれか低い割合を適用し、納期限の翌日から１か月を経過し

　　　た日以後の期間については、「年１４．６％」と「延滞金特例基準割

　　　合＋７．３％」のいずれか低い割合を適用します。

　　　　延滞金を計算するにあたり、各納期の税額の１，０００円未満の

　　　端数金額、及び算出した延滞金の額の１００円未満の端数金額は

　　　切り捨てます。また、各納期の税額が２，０００円未満、又は算出し

　　　た延滞金の額が１，０００円未満の場合は、延滞金はかかりません。

３．納税義務者に異動（退職・転勤等）があった場合
　　納税義務者に退職・転勤・休職・死亡等の異動があった場合には、

　その異動があった月の翌月１０日までに「給与所得者異動届出書」(以

　下｢異動届出書｣という。）を上尾市役所市民税課まで提出してくださ

　い。非課税者の場合も提出が必要です。「異動届出書」の用紙が不足

　する場合は、コピーしてご利用いただくか、上尾市役所市民税課の

　ホームページからダウンロードしてご利用ください。

（１）　転勤・転職により特別徴収を継続して行う場合（記入例６ページ）

　　　「異動届出書」に必要事項を記入し、新特別徴収義務者に送付し

　　てください。また、新特別徴収義務者から上尾市役所市民税課ま

　　で提出するようご通知ください。

（２）　退職時における残額の一括徴収について（記入例６ページ）

　　　１月１日から４月３０日までの退職者に未徴収税額がある場合

　　は、一括徴収することが義務付けられています。それ以前の退職

　　者でも、本人の同意のうえ極力一括徴収していただきますようご

　　協力をお願いします。なお、死亡退職の場合は、一括徴収できません。

（３）　普通徴収から特別徴収への切り替え（記入例７ページ）

　　　就職等により新たに特別徴収を行う方がいる場合は、「特別徴

　　収切替届出（依頼）書」に必要事項を記入し、上尾市役所市民税課ま

　　で提出してください。

－ ２ －



　　算します。

　　※特別徴収すべき税額（市民税額、県民税額）に１００円未満の端数

　　　がある場合は、それぞれ１００円未満の端数を切り捨てます。

（４）　納入書ならびに納入申告書

　　①　上尾市指定の納入書をご利用ください。

　　②　納入書は給与にかかる税額欄と退職所得にかかる税額欄と

　　　に分かれておりますので、退職所得にかかる分については必ず

　　　退職所得の税額欄に記入してください。

　　③　納入申告書は納入書の裏面に規定されているため、必ず記入

　　　してください。

　　※１５ページの「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の納

　　　入内訳書」につきましては、対象の方が複数いる場合や、２社以

　　　上から支払いがある場合などに、ご利用ください。

５．ＯＣＲ用納入書の取り扱いについて
（１）　取り扱いの注意点

　　①　納入金額に変更がない場合は、何も記入せずに納めてくだ

　　　さい。

　　②　上尾市では、税額変更により納入金額に変更が生じた場合に

　　　おいても再度納入書を送付していません。印字された金額を訂

　　　正してご利用ください。

　　③　納入金額欄に￥記号は記入しないでください。

　　④　退職者へはＯＣＲ用納入書を渡さないでください。退職者本

　　　人には別途個人用納付書を送付します。

（４）　給与支払報告に係る給与所得者異動届出書について

　　　令和８年度の給与支払報告書を提出する市区町村が上尾市で

　　ない納税義務者について、異動があった場合は、上尾市だけでな

　　く転出先の市区町村にも｢異動届出書｣の提出が必要です。

４．退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収について
（１）　退職所得の金額

　　　退職所得の金額は、次の算式によって計算されます。

　　退職所得の金額＝（収入金額－退職所得控除額）×

　　　（１，０００円未満の端数切捨て）

　　※退職所得の金額の計算は収入金額から退職所得控除額を差し

　　　引いた後の金額に２分の１を乗じて得た額とされていますが、

　　　勤続年数が５年以下の法人役員等については、この２分の１を

　　　乗じる措置を廃止した上で計算します。この２分の１を乗じる

　　　措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、

　　　国会議員・地方議会議員・国家公務員・地方公務員が対象となり

　　　ます。また、勤続年数５年以下の法人役員等以外の退職金につ

　　　いても、退職所得控除額を控除した残額のうち３００万円を超え

　　　る部分については２分の１を乗じる措置が適用されません。

（２）　退職所得控除額の計算

　　①　勤続年数が２０年以下の場合

　　　　４０万円×勤続年数（８０万円に満たないときは、８０万円）

　　②　勤続年数が２０年を超える場合

　　　　８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）

　　※勤続年数については、１年未満を切上げ。なお、障害による退職

　　　の場合は、①または②の金額に１００万円が加算されます。

（３）　税額の算出

　　　退職所得の金額に、税率（市民税６％、県民税４％）を適用して計

１
２
－
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－ ４ －

［記入例２］

　予備用紙を使う場合は、年・月分・納期限を記入してく

ださい。また、納入金額（２）は、［記入例１］を参考に記

入してください。

［記入例１］

　納入金額（１）の金額を黒のボールペン等で消して、納

入金額（２）に変更後の金額を記入してください。なお、

金融機関によっては訂正印を求められる場合があります。

※　退職所得分として納入する金額が生じた場合には、納入済通知書裏面の納入申告書を必ず記入してください。

埼玉県　上尾市 納入済通知書公
市　民　税
県　民　税
森林環境税

１１２１９４ 00160-5-960477 上尾市会計管理者

市 区 町 村 コ ー ド 口 　 座 　 番 　 号 加　入　者　名

令和

納期限

株式会社ゆうちょ銀行 東京貯金
事務センター (〒330－9794)

年　　　 月分 納入金額（１） 円
指　　　　定　　　　番　　　　号

ＩＤ

コード 調定年度 収 内 C/D

科目 詳細 年度分 納 　C/D

算定　期割 C/D

取　　り　　ま　　と　　め　　局　

領　

収　

日　

付　

印

納　

 

入　

 

金　

 

額

（２）

給与分

延滞金

（特別徴収義務者）

合計額

退　職
所得分

一括徴収
分を含む

億 　 千 　 百 　 十 　 万 　 千 　 百 　 十 　 円

住　所 

又は

所在地

氏　名

又は

名　称

〒

様
※この納入済通知書は直接機械に読ませますので折ったり汚したりしないでください。
上記のとおり通知します。（受付店→埼玉りそな銀行上尾支店（取りまとめ店）→上尾市）（上尾市保管）
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埼玉県　上尾市 納入済通知書公
市　民　税
県　民　税
森林環境税

１１２１９４
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00160-5-960477 上尾市会計管理者

市 区 町 村 コ ー ド 口 　 座 　 番 　 号 加　入　者　名

令和

納期限

株式会社ゆうちょ銀行 東京貯金
事務センター (〒330－9794)

令和　　年　　月　　日令和　　年　　月　　日

年　　　 月分 納入金額（１） 円
指　　　　定　　　　番　　　　号

ＩＤ

コード 調定年度 収 内 C/D

科目 詳細 年度分 納 　C/D

算定　期割 C/D

取　　り　　ま　　と　　め　　局　

領　

収　

日　

付　

印

納　

 

入　

 

金　

 

額

（２）

給与分

延滞金

（特別徴収義務者）

合計額

退　職
所得分

一括徴収
分を含む

億 　 千 　 百 　 十 　 万 　 千 　 百 　 十 　 円

住　所 

又は

所在地

氏　名

又は

名　称

〒

様
※この納入済通知書は直接機械に読ませますので折ったり汚したりしないでください。
上記のとおり通知します。（受付店→埼玉りそな銀行上尾支店（取りまとめ店）→上尾市）（上尾市保管）
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, ,
, ,

××　　７　１０

８００００

５０００００

５８００００

退職・一括徴収・転勤・税額変更

等で納入金額が変更になった場合

に記入。

退職所得に対して市民税・県民税

が生じた場合に記入。

納入金額（１）を訂正した場合には

合計金額を記入。

８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １× × ０ ６

（２）　納入金額の変更に伴う納入書の記入例

××　　７　１０



令和７年度から適用される主な改正

（１）　個人住民税における定額減税

　　　経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和

　　６年分の所得税および令和６年度分の個人住民税において、本人

　　及び配偶者を含む扶養親族１人につき１万円を減税する「定額減

　　税」が実施されました。

　　　令和６年度分の個人住民税の定額減税において、「控除対象配

　　偶者以外の同一生計配偶者※」はその把握が困難なことから扶養

　　親族等の算定対象となりませんでした。そのため、令和６年分の

　　源泉徴収票・給与支払報告書等に当該情報を記載することとし、

　　令和７年度分の個人住民税から「控除対象配偶者以外の同一生計

　　配偶者」に係る定額減税（１万円）を実施することとされました。

　　【※】控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、前年の合計所  

　　　　得金額が１，０００万円以上である納税義務者の同一生計配偶者

　　　　をいいます。

（２）　給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化

　　　給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載す

　　べき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、そ

　　の記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によ

　　ることができることとされました。令和７年１月１日以後に支払

　　を受けるべき給与等について提出する同申告書について適用さ

　　れます。

　　　なお、個人住民税の「給与所得者の扶養親族等申告書」は、所得税

　　の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」と統合した１枚の

　　様式となっています。

－ ５ －



－ ６ －

給　 与　 支　 払　 者

給　 与　 所　 得　 者　 理　 由　 理　 由　

担 当 者 連 絡 先

所 属 氏 名 電 話

※ 市 町 村 記 入 欄

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

新 し い 勤 務 先

連 絡 先

担 当 者

第 十 八 号 様 式 （ 用 紙 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ ）　 （ 第 十 条 関 係 ）
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収
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〔
　

　
　

　
　

　
〕

御 注 意

１　 黒 の ボ ー ル ペ ン 又 は ペ ン で 記 載 し て く だ さ い 。

２　 「 特 別 徴 収 義 務 者 指 定 番 号 」 「 宛 名 番 号 」 の 欄 に は 、 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 に 記 載 さ れ た 番 号 を 記 載 し て く だ さ い 。

３　 転 勤 、 再 就 職 等 に よ り 異 動 後 の 勤 務 先 で 引 き 続 き 特 別 徴 収 を 行 う 場 合 に は 、 前 勤 務 先 で 最 上 段 の 事 項 を 記 載 し 、 新 勤 務 先 に 送 付 願 い ま す 。

　　 た だ し 、 「 給 与 所 得 者 」 の 欄 の 「 個 人 番 号 」 は 、 前 勤 務 先 で は 記 載 せ ず 、 新 勤 務 先 で 本 人 か ら 番 号 の 提 供 を 受 け 記 載 し て く だ さ い 。

　　 ま た 、 前 勤 務 先 が 個 人 事 業 主 の 場 合 、 「 給 与 支 払 者 」 の 欄 の 「 個 人 番 号 」 は 、 前 勤 務 先 で は 記 載 せ ず 、 新 勤 務 先 へ 送 付 願 い ま す 。

　　 新 勤 務 先 で は 最 下 段 の 事 項 を 記 載 し 、 一 月 一 日 現 在 の 住 所 地 （ 課 税 地 ） の 市 町 村 長 に 送 付 し て く だ さ い 。

４　 一 月 一 日 か ら 四 月 三 十 日 ま で の 間 に 退 職 し た 人 に 未 徴 収 税 額 が あ る 場 合 に は 、 一 括 徴 収 す る こ と が 義 務 づ け ら れ て い ま す 。
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連 絡 先

担 当 者

第 十 八 号 様 式 （ 用 紙 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ ）　 （ 第 十 条 関 係 ）
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記
載

）

徴
収

予
定

額
（

上
記

（
ウ

）
と

同
額

）

３
．

普
通

徴
収

の
場

合

〔
　

　
　

　
　

　
〕

御 注 意

１　 黒 の ボ ー ル ペ ン 又 は ペ ン で 記 載 し て く だ さ い 。

２　 「 特 別 徴 収 義 務 者 指 定 番 号 」 「 宛 名 番 号 」 の 欄 に は 、 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 に 記 載 さ れ た 番 号 を 記 載 し て く だ さ い 。

３　 転 勤 、 再 就 職 等 に よ り 異 動 後 の 勤 務 先 で 引 き 続 き 特 別 徴 収 を 行 う 場 合 に は 、 前 勤 務 先 で 最 上 段 の 事 項 を 記 載 し 、 新 勤 務 先 に 送 付 願 い ま す 。

　　 た だ し 、 「 給 与 所 得 者 」 の 欄 の 「 個 人 番 号 」 は 、 前 勤 務 先 で は 記 載 せ ず 、 新 勤 務 先 で 本 人 か ら 番 号 の 提 供 を 受 け 記 載 し て く だ さ い 。

　　 ま た 、 前 勤 務 先 が 個 人 事 業 主 の 場 合 、 「 給 与 支 払 者 」 の 欄 の 「 個 人 番 号 」 は 、 前 勤 務 先 で は 記 載 せ ず 、 新 勤 務 先 へ 送 付 願 い ま す 。

　　 新 勤 務 先 で は 最 下 段 の 事 項 を 記 載 し 、 一 月 一 日 現 在 の 住 所 地 （ 課 税 地 ） の 市 町 村 長 に 送 付 し て く だ さ い 。

４　 一 月 一 日 か ら 四 月 三 十 日 ま で の 間 に 退 職 し た 人 に 未 徴 収 税 額 が あ る 場 合 に は 、 一 括 徴 収 す る こ と が 義 務 づ け ら れ て い ま す 。
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６ ９

１
０

９

１
２

１

５１
０

３
０

一
括
徴
収
記
入
例

一
括

で
徴

収
し

た
税

額
を

納
入

す
る

月
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
１

月
以

降
の

退
職

の
場

合
は

、
原

則
一

括
徴

収
と

な
り

ま
す

。

96
,0
00

10
　
　
 2
0



－ ７ －

給　 与　 支　 払　 者

給　 与　 所　 得　 者　 理　 由　 理　 由　

担 当 者 連 絡 先

所 属 氏 名 電 話

※ 市 町 村 記 入 欄

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

新 し い 勤 務 先

連 絡 先

担 当 者

（
宛
先
）　

　
上
尾
市
長

　
　

　
　

年
　

　
月
　

　
日

提
出

退
　

　
職

転
　

　
勤

休
職

　
・

　
長

欠
死

　
　

亡
支

払
少

額
・
不

定
期

合
併

　
・

　
解

散
そ

の
他

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

年 月 日

１
．

２
．

３
．

特
別

徴
収

継
続

一
括

徴
収

普
通

徴
収

（
 本

人
納

付
 ）

内
線
（
　
　
　
　
　
）

内
線
（
　
　
　
　
　
）

フ
リ
ガ
ナ

氏
　
名

生
年
月
日

個
人
番
号

受
給
者
番
号

１
月
１
日

現
在
の
住
所

異
動
後
の

住
 所

年
　
　
　
月
　
　
　
　
日

給
与

支
払

報
告

特
別

徴
収

に
係

る
給

与
所

得
者

異
動

届
出

書

（
ア
）

特
別

徴
収

税
額

（
年

税
額

）

（
イ
）

徴
収

済
額

（
ウ
）

未
徴

収
税

額
（

ア
）
－
（

イ
）

異
動

後
の

未
徴

収

税
額

の
徴

収
方

法
異

 
動

 
の

 
事

 
由

所
　
在
　
地

氏
名
又
は
名
称

個
人
番
号

又
は
法
人
番
号

←
個

人
番

号
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

左
端

を
空

欄
と

し
右

詰
め

で
記

載

右
か

ら
番

号
を

記
入

右
か

ら
番

号
を

記
入

右
か

ら
番

号
を

記
入

右
か

ら
番

号
を

記
入

事
由

・
理

由

右
か

ら
番

号
を

記
入

フ
 リ

 ガ
 ナ

－
〒

〒

１
.
現
 年

 度
　
　
２
.
新
 年

 度
　
　
３
.
両
 年

 度
年
 度

特
別

徴
収

義
務

者
指

定
番

号

宛
名

番
号

所
属

氏
名

電
話

特
別

徴
収

義
務

者
指

定
番

号

所
　
在
　
地

フ
リ

ガ
ナ

氏
名
又
は
名
称

異
動

年
月

日

１
．

特
別

徴
収

継
続

の
場

合

１
．

異
動

が
令

和
　

年
１
２
月
３
１
日

ま
で

で
、

一
括

徴
収

の
申

出
が

あ
っ

た
た

め

２
．

異
動

が
令

和
　

年
１

月
１

日
以

降
で

、
特

別
徴

収
の

継
続

の
申

出
が

な
い

た
め

１
．

異
動

が
令

和
　

年
１
２
月
３
１
日

ま
で

で
、

一
括

徴
収

の
申

出
が

な
い

た
め

１
．

必
要

　
２

．
不

要

２
．

令
和
　
年
５
月
３１

日
ま
で
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
給
与
又
は
退
職
手
当
等
の
額
が
未
徴
収
税
額
（
ウ
）
以
下
で
あ
る
た
め

３
．

死
亡

に
よ

る
退

職
で

あ
る

た
め

円
円

円

円
月

　
　

　
日

法
人

番
号

月
か
ら

月
ま
で

月
か
ら

月
ま
で

新
規

２
．

一
括

徴
収

の
場

合

徴
収

予
定

月
日

受
給

者
番

号

左
記

の
一

括
徴

収
し

た
税

額
は

、

　
　

　
月

分
（

翌
月
１
０
日

納
入

期
限

分
）

で

納
入

し
ま

す
。

新
し

い
勤

務
先

へ
は

、
月

割
額

　
　

　
　

　
円

を

　
　

　
月

分
（

翌
月
１
０
日

納
入

期
限

分
）

か
ら

徴
収

し
、

納
入

す
る

よ
う

連
絡

済
み

で
す

。

納
入

書
の

要
否

（
新

規
の

場
合

の
み

記
載

）

徴
収

予
定

額
（

上
記

（
ウ

）
と

同
額

）

３
．

普
通

徴
収

の
場

合

〔
　

　
　

　
　

　
〕

御 注 意

１　 黒 の ボ ー ル ペ ン 又 は ペ ン で 記 載 し て く だ さ い 。

２　 「 特 別 徴 収 義 務 者 指 定 番 号 」 「 宛 名 番 号 」 の 欄 に は 、 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 に 記 載 さ れ た 番 号 を 記 載 し て く だ さ い 。

３　 転 勤 、 再 就 職 等 に よ り 異 動 後 の 勤 務 先 で 引 き 続 き 特 別 徴 収 を 行 う 場 合 に は 、 前 勤 務 先 で 最 上 段 の 事 項 を 記 載 し 、 新 勤 務 先 に 送 付 願 い ま す 。

　　 た だ し 、 「 給 与 所 得 者 」 の 欄 の 「 個 人 番 号 」 は 、 前 勤 務 先 で は 記 載 せ ず 、 新 勤 務 先 で 本 人 か ら 番 号 の 提 供 を 受 け 記 載 し て く だ さ い 。

　　 ま た 、 前 勤 務 先 が 個 人 事 業 主 の 場 合 、 「 給 与 支 払 者 」 の 欄 の 「 個 人 番 号 」 は 、 前 勤 務 先 で は 記 載 せ ず 、 新 勤 務 先 へ 送 付 願 い ま す 。

　　 新 勤 務 先 で は 最 下 段 の 事 項 を 記 載 し 、 一 月 一 日 現 在 の 住 所 地 （ 課 税 地 ） の 市 町 村 長 に 送 付 し て く だ さ い 。

４　 一 月 一 日 か ら 四 月 三 十 日 ま で の 間 に 退 職 し た 人 に 未 徴 収 税 額 が あ る 場 合 に は 、 一 括 徴 収 す る こ と が 義 務 づ け ら れ て い ま す 。
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普
通
徴
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記
入
例

９
月
末
で
退
職
し
た
給
与
所
得
者
の
徴
収
方
法
を
、
１０

月
分
か
ら
普
通
徴
収

に
変
更
す
る
場
合
。

（
ア
）
特
別
徴
収
税
額
（
年
税
額
）
１４

５
，０
０
０
円
（
６
月
か
ら
翌
年
５
月
分
）

（
イ
）
徴
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済
額
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円
（
６
月
か
ら
９
月
分
）

（
ウ
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徴
収
税
額
  
  
  
  
　

 ９
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円
（
１０

月
か
ら
翌
年
５
月
分
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徴
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２

特
別

徴
収

切
替

届
出
（

依
頼

）
書

　
 年

  
  

 月
  

  
 日

給 与 支 払 者　

( 特 別 徴 収 義 務 者 ）

〒

市
使

用
欄

所
属

氏
名

電
話

給 与 所 得 者 （ 納 税 義 務 者 ）

年

上
尾
市

月
日

【
注

意
】

❶
納
税
通

知
書
や
領
収
証
書
（
納
付
済
み
の
納
付
書
）
は
添
付
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　（
普
通

徴
収
の
納
付
書
も
、紛

失
等
に
よ
り
用
意
で
き
な
い
場
合
に
は
、添

付
の
省
略
が
で

き
ま
す
。）

❷
納

期
限

後
ま

た
は

前
年

度
分

以
前

の
普

通
徴

収
税

額
、６
５
歳

以
上

の
方

の
年

金
所

得
に

係
る

税
額

は
特

別
徴

収
へ

　
の
切

替
え
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、本

人
が
直
接
納
め
る
よ
う
必
ず
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

❸
他

の
事

業
所

で
特

別
徴

収
し

て
い

る
場

合
や

課
税

資
料

が
届

い
て

い
な

い
場

合
な

ど
に

は
、特

別
徴

収
で

き
な

い
た

　
め
処

理
が
保
留
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご

了
承
く
だ
さ
い
。

❹
税

額
通

知
の

お
届

け
ま

で
最

大
１

ヶ
月

程
度

か
か

り
ま

す
の

で
、給

与
事

務
を

考
慮

し
て

特
別

徴
収

切
替

開
始

月
を

　
記

入
し
、余

裕
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持
っ

て
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。な

お
空

欄
の

場
合
、受

領
月

の
翌

々
月

を
切

替
開

始
月

と
し

て
処

理

　
し
ま

す
。

❺
税

額
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を
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子

デ
ー

タ
で

受
け

取
る

に
は
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給
者

番
号

の
記

入
が

必
要

で
す
。受

給
者

番
号

に
不

備
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あ
る

場

　
合
、書

面
で
税
額
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を
送
付
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
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く
は
上
尾
市
ホ
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ム
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ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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収
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し
ま
す
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日
ま
で
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税
額
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認
が
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要
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意
】 ❷
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意
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書
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収
担
当
 

普
通
徴
収
切
替
期
別
一
覧
表

上
尾
市
で
の
受
領
日

特
別
徴
収
へ
切
替
え
で
き
る
期
別

～
６
月
末
日（

１
期
納
期
限
）

～
８
月
末
日（

２
期
納
期
限
）

～
１０

月
末
日（

３
期
納
期
限
）

～
１
月
末
日（

４
期
納
期
限
）

１
期
　
２
期
　
３
期
　
４
期

　
　
　
２
期
　
３
期
　
４
期

　
　
　
　
　
　
３
期
　
４
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
期

特
別
徴
収
切
替
届
出

（
依
頼
）
書
記
入
例

株
式
会
社
　
○
×
商
事

カ
ブ
シ
キ
ガ
イ
シ
ャ
　
マ
ル
バ
ツ
シ
ョ
ウ
ジ

０
１
２
－
３
４
５
６

○
○
県

×
×

市
△
△
１
ー
２
ー
３

代
表
取
締
役
　
特
徴
　
太
郎

１
　

２
　

３
　

４
　

５
　

６
　

７
　

８
　

９
　

０
　

１
　

２
　

３

上
尾
　
一
郎

ア
ゲ
オ
　
イ
チ
ロ
ウ

２
０

０
０

０
６

０
１

特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
新
規
の
場
合
は
不
要
で
す
）

上
尾

市
で

初
め

て
特

別
徴

収
を

行
う

場
合

に
は
、
納

入
書

の
要
・

不
要
に
つ
い
て
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別

徴
収

を
開

始
す

る
月

を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

月
割

額
の

通
知

が
必

要
な

日
付

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

通
知
書
発
送
日
前
の
場
合
の
み
電
話
で
ご
連
絡
し
ま
す
。

普
通

徴
収

の
何

期
分

以
降

を
特

別
徴

収
へ

切
り

替
え

る
の

か
、
普

通
徴

収
切

替
期

別
一

覧
表

を

確
認
の
う
え
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税

義
務

者
の

住
所
・
氏

名
・
生

年
月

日
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。



－ ８ －

給　

与　

支　

払　

者

給　

与　

所　

得　

者　

理　

由　

理　

由　

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

※

市
町
村
記
入
欄

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

連
絡
先

担
当
者

第
十
八
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）　

（
第
十
条
関
係
）

（宛先）　　上尾市長

　　　　年　　月　　日 提出

退 　 　 職
転 　 　 勤
休 職　・　長 欠
死 　 　 亡
支 払 少 額・不 定 期
合 併　・　解 散
そ の 他

１
２
３
４
５
６
７

年

月

日

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

内線（　　　　　）

内線（　　　　　）

フリガナ

氏　名

生年月日

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年　　　月　　　　日

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収

に係る給与所得者異動届出書

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

徴収済額

（ウ）

未徴収税額
（ア）－（イ）

異動後の未徴収

税額の徴収方法
異  動  の  事  由

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

←個人番号の記載に当たっては
左端を空欄とし右詰めで記載

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

事由・理由

右から
番号を
記入

フ リ ガ ナ

〒

〒

１.現 年 度　　２.新 年 度　　３.両 年 度年 度

特別徴収義務者
指 定 番 号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

フリガナ

氏名又は名称

異 動
年 月 日

１．特別徴収継続の場合

１．異動が令和　年１２月３１日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がない
ため

１．異動が令和　年１２月３１日までで、一括徴収の申出がないため

１．必要　２．不要

２．令和　年５月３１日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

円 円 円

円月　　　日

法 人 番 号

月から

月まで

月から

月まで

新規

２．一括徴収の場合

徴収予定月日

受給者番号

左記の一括徴収した税額は、

　　　月分（翌月１０日納入期限分）で

納入します。

新しい勤務先へは、月割額　　　　　円を

　　　月分（翌月１０日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

３．普通徴収の場合

〔　　　　　　〕

御
注
意

１　

黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２　

「
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
」
「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３　

転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
　

新
勤
務
先
で
は
最
下
段
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４　

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【提出先】〒３６２－８５０１　上尾市本町三丁目１番１号　上尾市役所　市民税課　住民税特別徴収担当



－ ９ －

特別徴収切替届出（依頼）書

　 年     月     日 給 

与 

支 

払 

者　

(

特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

市使用欄

所属

氏名

電話

給
与
所
得
者
（
納
税
義
務
者
）

年

上尾市

月 日

【注意】
❶納税通知書や領収証書（納付済みの納付書）は添付しないでください。

　（普通徴収の納付書も、紛失等により用意できない場合には、添付の省略ができます。）

❷納期限後または前年度分以前の普通徴収税額、６５歳以上の方の年金所得に係る税額は特別徴収へ

　の切替えができませんので、本人が直接納めるよう必ずお伝えください。

❸他の事業所で特別徴収している場合や課税資料が届いていない場合などには、特別徴収できないた

　め処理が保留となることがありますので、ご了承ください。

❹税額通知のお届けまで最大１ヶ月程度かかりますので、給与事務を考慮して特別徴収切替開始月を

　記入し、余裕を持って提出してください。なお空欄の場合、受領月の翌々月を切替開始月として処理

　します。

❺税額通知を電子データで受け取るには、受給者番号の記入が必要です。受給者番号に不備がある場

　合、書面で税額通知を送付することがあります。詳しくは上尾市ホームページをご確認ください。

フ リ ガ ナ

氏 　 名

生 年 月 日
（西暦で記入）

１月１日現在
の 住 所

（上尾市の住所）

現在の住所

普 通 徴 収
切 替 期 別

特 別 徴 収
切替開始月

受給者番号

月 割 額 の
連 絡

所在地
（住 所）

フリガナ

名 称
（氏 名）

代 表 者
職 氏 名

法人番号

上尾市長(宛先）

提出

上尾市における
特別徴収義務者
指 定 番 号

担当者

連絡先

□ 上記と同じときは　点

月分（翌月１０日納入期限分）から特別徴収を開始します。

月　　　日までに税額確認が必要

※【注意】❷
※普通徴収切替期別一覧表

※【注意】❹

※【注意】❺

８
納入書の要否

（新規の場合のみ）
１→必要
２→不要 ⇒

普通徴収の　　　　期以降を特別徴収へ切替希望

【提出先】 〒３６２-８５０１ 上尾市本町三丁目１番１号
         上尾市役所 市民税課 住民税特別徴収担当 

普通徴収切替期別一覧表

上尾市での受領日 特別徴収へ切替えできる期別

～６月末日（１期納期限）

～８月末日（２期納期限）

～１０月末日（３期納期限）

～１月末日（４期納期限）

１期　２期　３期　４期

　　　２期　３期　４期

　　　　　　３期　４期

　　　　　　　　　４期



－ １0 －

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

　 年     月     日
給 

与 

支 

払 

者　

(

特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

所属

氏名

電話

①
統
合
・
合
併
・
分
割
後
の
指
定
番
号

②
統
合
・
合
併
・
分
割
さ
れ
る
事
業
所

所 在 地
（ 住 所 ）

送 付 先

フ リ ガ ナ
名 称

（ 氏 名 ）

電 話 番 号

変 更 理 由
（該当番号を記入）

所 在 地
（住 所）

フリガナ

名 称
（氏 名）

電話番号

法人番号

指定番号

所在地
（住 所）

名 称
（氏 名）

代 表 者
職 氏 名

法人番号
上尾市長(宛先）

提出

上尾市における
特別徴収義務者
指 定 番 号

担当者

連絡先

〒

〒

〒

〒

〒

【提出先】 〒３６２-８５０１　上尾市本町三丁目１番１号　上尾市役所　市民税課　住民税特別徴収担当 

変　更　前

１.事務所等移転（登記変更有）　　２.事務所等移転（登記変更無）・送付先変更　　３.社名（名称）変更　　４.法人成り・個人事業化【①を記入】

５.給与事務統合・合併【①・②を記入】　　６.分割【①・②を記入】　　７.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※変更項目のみ記入してください。

※届出時点での所在地・名称を記入してください。

変　更　後

変更年月日（西暦で記入）

※変更項目のみ記入してください。

１. 指定番号を新規に取得する

※給与所得者異動届出書を対象の給与所得者全員分、別途提出する必要があります。

２. 統合・合併・分割先の指定番号を使用する

※給与所得者異動届出書を対象の給与所得者全員分、別途提出する必要があります。

３. 旧特別徴収義務者の指定番号を継続使用する

※継続使用できない場合は、市役所から連絡することがあります。

◆ 誤読を避けるため、必ずフリガナを記入してください。

◆ 代表者のみの変更の場合は、提出不要です。

８

８８

年 月 日

※新 規 取 得 の
場合は記入不要

上記１～３
を 記 入⇒

変更後の
指定番号



－ １１ －

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書

　 年     月     日 給 

与 

支 

払 

者　

(

特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

所属

氏名

電話

所在地
（住 所）

フリガナ

名 称
（氏 名）
代 表 者
職 氏 名

法人番号

特別徴収義務者用

納 税 義 務 者 用

通知先メールアドレス

上尾市長(宛先）

提出

上尾市における
特別徴収義務者
指 定 番 号

担当者

連絡先

８

【提出先】
〒３６２-８５０１
上尾市本町三丁目１番１号
上尾市役所 市民税課 住民税特別徴収担当 

ｅＬＴＡＸ利用者ＩＤ

変 更 前　※変更項目のみ記入してください。

電子データのみ
（正本）

書面のみ
（正本）

変 更 後　※変更項目のみ記入してください。

□ □ 電子データのみ
（正本）

書面のみ
（正本）□ □

電子データのみ
（正本）

書面のみ
（正本）□ □電子データのみ

（正本）
書面のみ
（正本）□ □

①　ｅＬＴＡＸで給与支払報告書を提出する際に設定した「特別徴収税額通知の受取方法」、「通知先メールアドレス」を変更する場合に提出してください。

②　「電子データ(正本 )のみ」を選択した場合は、通知先メールアドレスを必ず記載してください。

③　５月に一斉送付する特別徴収税額決定通知における変更は毎年３月１５日までに提出（郵送または持参）してください。

④　年度途中にご提出いただいた場合は、受領日の属する月の翌月分以降の通知発送に反映されます。

⑤　通知先メールアドレスが手書きの場合のみフリガナを振ってください。

※　詳しくは、上尾市役所市民税課ホームページをご覧ください。



－ １２ －

埼 玉 県

上 尾 市

市区町村コード

口　座　番　号 加　入　者　名

指　定　番　号

市　民　税
県　民　税
森林環境税

市　民　税
県　民　税
森林環境税

市　民　税
県　民　税
森林環境税

１１２１９４

00160-5-960477

　　　年　月分

　　　 年 　月　 日

上　尾　市

上尾市会計管理者

領収証書 公

給 与 分

退 職 所 得 分

延 滞 金

合 計 額

納 期 限

（一括徴収分を含む。）
納　

入　

金　

額

億 千 百 十 万 千 百 十 円

（特別徴収義務者）
　住　所　〒
　又は
　所在地

　氏　名
　又は
　名　称

（特別徴収義務者）
　住　所　〒
　又は
　所在地

　氏　名
　又は
　名　称

（特別徴収義務者）
　住　所　〒
　又は
　所在地

　氏　名
　又は
　名　称

上記のとおり領収しました。

（納　入　者　保　管）

※納入場所は裏面をご覧ください。

領
収
日
付
印

様

埼 玉 県

上 尾 市

市区町村コード

口　座　番　号 加　入　者　名

指　定　番　号

１１２１９４

00160-5-960477

　　　 年 　 月分

　　　 年 　月　 日

上　尾　市

上尾市会計管理者

納  入  書 公

給 与 分

退 職 所 得 分

延 滞 金

合 計 額

納 期 限

（一括徴収分を含む。）
納　

入　

金　

額

億  千  百  十  万  千  百  十  円

上記のとおり納入します。

（金融機関又は郵便局保管）

※印は郵便局において使用する欄
　です。

※

日付

口

円

領
収
日
付
印

埼 玉 県

上 尾 市

市区町村コード

口　座　番　号 加　入　者　名

指　定　番　号

１１２１９４

８８８

00160-5-960477

　　　 年 　 月分

　　　 年 　月　 日

上　尾　市

上尾市会計管理者

納入済通知書 公

給 与 分

退 職 所 得 分

延 滞 金

合 計 額

納 期 限

（一括徴収分を含む。）
納　

入　

金　

額

億  千  百  十  万  千  百  十  円

取 り ま と め 局

（取 り ま と め 店）

（市    保    管）

（受付店→埼玉りそな銀行上尾支店→市）

株式会社 ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター
（〒３３０－９７９４）

上記のとおり通知します。

退職所得分として納入する金額が生じた場合は裏面の納入申告書を必ず記入し
てください。

領
収
日
付
印

納

※

納
入
書
に
つ
い
て　

通
常
は
Ｏ
Ｃ
Ｒ
用
納
入
書
を
使
用
し
て
い
た
だ
き
、
退
職
者
の
退
職
所
得
分
を
特
別
徴
収
す
る
場
合
等
必
要
な
時
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

指
定
番
号
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い



上 尾 市 長

　　　　年　　月　　日提出

納 入 申 告 書市民税
県民税

（受付印）

人　員 人　　  年   月分

ご注意

退 職 手 当 等

の 支 払 金 額

特別徴

収税額

市 民 税

県 民 税

　地方税法第５０条の５及び第３２８条の５第２項の規定

により上記のとおり分離課税に係る所得割の納入につ

いて申告します。

特
別
徴
収
義
務
者

十  億  千  百  十  万  千  百  十  円

お手数ながらご記入願います。

１

２

上尾市

生年月日

生年月日

年

市民税 県民税円 円

円支払金額

上尾市

年

市民税 県民税円 円

円支払金額

氏 名

勤 続 年 数

特別徴収税額

氏 名

勤 続 年 数

特別徴収税額

　左の納入申告書は退職所得に係る市民税・県
民税がある場合にだけその者について記入しま
す。

○人　　員：退職所得に係る市民税・県民税を
　　　　　　納入する人員です。
○支払金額：退職所得に係る市民税・県民税を
　　　　　　納入する人に支払った退職手当等
　　　　　　の金額です。
　　　　　　退職所得に係る市民税・県民税で
　　　　　　市民税額と県民税額との合計額は
　　　　　　納入書（表面）の退職所得分欄の
　　　　　　金額と同額になります。

○特別徴収：
　税　　額

<納入場所>

（１）金融機関

（２）上尾市役所・支所・出張所

埼玉りそな銀行（上尾市役所内派出所含む）

大 谷 支 所
尾 山 台 出 張 所
上 尾 駅 出 張 所

り そ な 銀 行
群 馬 銀 行
武 蔵 野 銀 行
東 和 銀 行
栃 木 銀 行
大 光 銀 行
埼玉縣信用金庫

川 口 信 用 金 庫
青 木 信 用 金 庫
飯 能 信 用 金 庫
城 北 信 用 金 庫
中 央 労 働 金 庫
さいたま農業協同組合

※一部金融機関において、窓口での
　納入取扱いを終了する場合があり
　ます。
　詳しくは金融機関へお問い合わせ
　ください。

住　所　〒
又は
所在地

氏　名
又は
名　称

法 人 番 号

退職した日の属する年
の１月１日現在の住所

退職した日の属する年
の１月１日現在の住所

ゆうちょ銀行・郵便局
（埼 玉 県、東 京 都、神 奈 川 県、千 葉 県、
 群 馬 県、茨 城 県、栃 木 県 及 び 山 梨 県
所在のゆうちょ銀行・郵便局）

平 方 支 所
原 市 支 所
大 石 支 所
上 平 支 所

<納入場所>

（１）金融機関

（２）上尾市役所・支所・出張所

埼玉りそな銀行（上尾市役所内派出所含む）

大 谷 支 所
尾 山 台 出 張 所
上 尾 駅 出 張 所

り そ な 銀 行
群 馬 銀 行
武 蔵 野 銀 行
東 和 銀 行
栃 木 銀 行
大 光 銀 行
埼玉縣信用金庫

川 口 信 用 金 庫
青 木 信 用 金 庫
飯 能 信 用 金 庫
城 北 信 用 金 庫
中 央 労 働 金 庫
さいたま農業協同組合

※一部金融機関において、窓口での
　納入取扱いを終了する場合があり
　ます。
　詳しくは金融機関へお問い合わせ
　ください。

ゆうちょ銀行・郵便局
（埼 玉 県、東 京 都、神 奈 川 県、千 葉 県、
 群 馬 県、茨 城 県、栃 木 県 及 び 山 梨 県
所在のゆうちょ銀行・郵便局）

平 方 支 所
原 市 支 所
大 石 支 所
上 平 支 所



－ １３ －

申
請

日
前

６
か

月
間

の
各

月
末

の
常

時
給

与
の

支
払

を
受

け
る

者
の

人
員
及
び
各

月
の

支
払

金
額

市
町
村
に
係
る
徴
収
金
に
滞
納
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、そ

の
理
由
の
詳
細

申
請
日
前
１
年
以
内
に
納
期
特
例
の
承
認
を
取
り

消
さ
れ
た
こ
と
の
有
無
及
び
取
消
年
月
日

※
賞
与
等
の
臨
時
給
与
の
金
額
を
含
む
。

※
他

市
町

村
を

含
む

、
事

業
所

全
体

の
　
人
員
及
び
支
払
金
額

※
臨

時
に

雇
用

し
て

い
る

者
が

い
る

場
  

　
合

は
、常

に
雇

用
し

て
い

る
者

の
分

　
と

は
別

に
、上

段
に

記
載

し
て

く
だ

さ
　
い
。

特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額

市
　
民
　
税

県
　
民
　
税
 特

別
徴
収
に
お
け
る
納
期
特
例
の
承
認
申
請
書

森
林
環
境
税

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

令
和
　
 年

　
　
月
分
以
降
の
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
特
別
徴
収
税
額

□
 
無

　
　

□
 
有
（
　
　
　
　
 年

　
　
　
月
　
　
　
日
承
認
取
消
）

受
付
印

上
尾
市
長

(
宛
先
）

【
注

意
事

項
】

 
 
 
申

請
書

の
提

出
は

、
特

例
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
月

の
２
０
日

頃
ま

で
に

お
願

い
し

ま
す

。

【
 提

出
先
 】

 
〒
３
６
２
-８
５
０
１
 上

尾
市
本
町
三
丁
目
１
番
１
号
 上

尾
市
役
所
 市

民
税
課
 住

民
税
特
別
徴
収
担
当

年
　
　
 月

年
　
　
 月

年
　
　
 月

年
　
　
 月

年
　
　
 月

年
　
　
 月

（
臨
時
　
　
　
人
）

（
臨
時
　
　
　
人
）

（
臨
時
　
　
　
人
）

（
臨
時
　
　
　
人
）

（
臨
時
　
　
　
人
）

（
臨
時
　
　
　
人
）

常
時

　
　

　
人

常
時
　
　
　
人

常
時
　
　
　
人

常
時
　
　
　
人

常
時
　
　
　
人

常
時
　
　
　
人

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　

　
円

　
　
　
　
　
　
　
　

　
円

　
　
　
　
　
　
　
　

　
円

　
　
　
　
　
　
　
　

　
円

　
　
　
　
　
　
　
　

　
円

　
　
　
　
　
　
　
　

　
円

月
　

区
　

分
給

与
支

払
人

員
給

与
支

払
額

所
在

地

フ
リ

ガ
ナ

名
称

代
表

者
職

氏
名

法
人

番
号

（
住

所
）

（
氏

名
）

所
属

氏
名

電
話

電
話

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

給 与 支 払 者

担
当
者

連
絡
先

上
尾

市
に

お
け

る
特

別
徴

収
義

務
者

指
定

番
号

８

〒

関
与
税
理
士
名

　
地

方
税

法
第
３
２
１
条

の
５
の
２
及

び
上

尾
市

税
条

例
第
４
６
条

の
３
の

規
定

に
よ

り
、市

民
税
・
県

民
税
・
森

林
環

境
税

特
別

徴
収

に
お

け
る
納
期
特
例
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。



－ １４ －

　
上
尾
市
税
条
例
第
４
６
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
、市

民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
特
別
徴
収
に
お
け
る
納
期
特
例
の
要
件
を

欠
い
た
た
め
、届

出
し

ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
付
印

上
尾
市
長

(
宛
先
）

【
注

意
事

項
】

１
． 
 こ

の
届
出
書
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る
納
期
特
例
の
期
間
か
ら
、
承
認
の
効
力
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　 ２
． 
 こ

の
届

出
書

を
提

出
し

た
日

の
属

す
る

月
分

以
前

に
特

別
徴

収
し

た
税

額
は
、
そ

の
提

出
し

た
日

の
翌

月
１
０
日
ま

　
 で

に
納
入
し
、
そ
の
後
に
特
別
徴
収
し
た
税
額
は
通
常
の
納
期
限
に
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　〔

 例
 〕

こ
の

届
出

書
を

提
出

し
た

日
が

３
月

の
場

合
の

納
期

限
　

　
◎
１
２
～

３
月

分
⇒

４
月
１
０
日

ま
で

　
　
◎
４
～
５
月

分
⇒

翌
月
１
０
日

ま
で

３
． 
 再

度
、
納

期
特

例
の

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

は
、
改

め
て

市
民

税
・
県

民
税
・
森

林
環

境
税

特
別

徴
収

に
　
 お

け
る
納
期
特
例
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 【
 提

出
先
 】
 〒

３
６
２
-８
５
０
１
 上

尾
市
本
町
三
丁
目
１
番
１
号
　
上
尾
市
役
所
 市

民
税
課
 住

民
税
特
別
徴
収
担
当

所
在

地

フ
リ

ガ
ナ

名
称

代
表

者
職

氏
名

法
人

番
号

（
住

所
）

（
氏

名
）

所
属

氏
名

電
話

電
話

担
当
者

連
絡
先

上
尾

市
に

お
け

る
特

別
徴

収
義

務
者

指
定

番
号

８

関
与
税
理
士
名

届
　

出
　
理
　
由

※
該

当
す

る
項

目
に
□

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

□
　

１
．

給
与

の
支

払
を

受
け

る
者

が
常

に
１
０
人
未

満
で

な
く

な
っ

た
た

め

□
　

２
．

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

〒

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

給 与 支 払 者

市
　
民
　
税

県
　
民
　
税
 特

別
徴
収
に
お
け
る
納
期
特
例
の
承
認
解
除
届
出
書

森
林
環
境
税



－ １５ －

退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の納入内訳書
受付印

（宛先）上尾市長

納入年月日

　　　　   年　 月　 日

年　　月　　日 提出
人員計              人

納入税額

円

特
別
徴
収
義
務
者

（
給
与
支
払
者
）

担当者
連絡先

法人番号

所属

８

氏名

電話 －　　 －

〒

退職区分の「特定役員」には、法人税法上の役員・国会議員・地方議会議員・国家公務員・地方公務員が該当します。
（注）この納入内訳書は、退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額を納入する際に提出してください。

所在地
(住所)

名 称
(氏名)

代表者
職氏名

上尾市における
特別徴収義務者
指 定 番 号

退職手当等の支払を受ける者

万円

円

円

円

円

万円

円

万円

円

※１年未満の端数は切上げ

退職手当等の支払金額

退職所得控除額

退職手当等の支払金額

退職所得控除額

退職手当等の支払金額

退職所得控除額

市民税

県民税

合　計

円

円

円

市民税

県民税

合　計

円

円

円

円

円

円

市民税

県民税

合　計

住 所

氏 名

生年月日

個人番号

住 所

氏 名

生年月日

個人番号

住 所

氏 名

生年月日

個人番号

勤続期間及び勤続年数

退 職 区 分

退職手当等の支払金額

退職所得控除額
徴収した税額

自 　　　 年　 　 月 　　 日

至 　　　 年　 　 月 　　 日

勤続年数　　　　　　　    年

※１年未満の端数は切上げ

自 　　　 年　 　 月 　　 日

至 　　　 年　 　 月 　　 日

勤続年数　　　　　　　    年

※１年未満の端数は切上げ

退職区分（それぞれ□）

□一般　□特定役員 □ 普通　□ 障害

自 　　　 年　 　 月 　　 日

至 　　　 年　 　 月 　　 日

勤続年数　　　　　　　    年

自 　　　 年　 　 月 　　 日

至 　　　 年　 　 月 　　 日

□　一　般　　 □　特定役員

□　普　通　　 □　 障　害

□　一　般　　 □　特定役員

□　普　通　　 □　 障　害

□　一　般　　 □　特定役員

□　普　通　　 □　 障　害

自 　　　 年　 　 月 　　 日

至 　　　 年　 　 月 　　 日

自 　　　 年　 　 月 　　 日

至 　　　 年　 　 月 　　 日
勤続年数

市 民 税

県 民 税

勤続年数

市 民 税

県 民 税

勤続年数

市 民 税

県 民 税

勤 続 期 間

退 職 区 分
（それぞれ□)

退 職 手 当 等
の 支 払 金 額

勤 続 期 間

退 職 区 分
（それぞれ□)

退 職 手 当 等
の 支 払 金 額

勤 続 期 間

退 職 区 分
（それぞれ□)

退 職 手 当 等
の 支 払 金 額

年

円

円

年

円

円

年

円

円

退職区分（それぞれ□）

□一般　□特定役員 □ 普通　□ 障害

退職区分（それぞれ□）

□一般　□特定役員 □ 普通　□ 障害

摘　要

摘　要

摘　要

 【 提出先 】 〒３６２-８５０１ 上尾市本町三丁目１番１号　上尾市役所 市民税課 住民税特別徴収担当

他社からの退職手当等（先順位支払）がある場合

 　　　 年　 　 月 　　 日

 　　　 年　 　 月 　　 日

 　　　 年　 　 月 　　 日



－ １６ －

（公　印　省　略）

ゆうちょ銀行・郵便局の

指定について

支 店 長

郵便局長

１．

２．

３．

口 座 番 号

加 入 者 の 名 称
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上尾市会計管理者

株式会社 ゆうちょ銀行　東京貯金事務センター

　市民税・県民税・森林環境税

の特別徴収税額の納入にゆう

ちょ銀行・郵便局を利用される

場合は、当市の金融機関として

指定しなければなりませんの

で、右の「指定通知書」に利用

されるゆうちょ銀行・郵便局名

を記入し、当初納入される際

に、そのゆうちょ銀行・郵便局

に提出してください。

　なお、前年度より引き続き同

一のゆうちょ銀行・郵便局を利

用される場合は、改めて提出す

る必要はありません。

※埼玉県・東京都・神奈川県・

　千葉県・群馬県・茨城県・栃

　木県及び山梨県外に所在する

　ゆうちょ銀行・郵便局が提出

　の対象となります。

指　定　通　知　書

　　　　　 年　　　 月　 　　日

様

上尾市長 畠 山    稔

　貴局を地方税法第３２１条の５第４項の規定に基づいて、当市の市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額

払込取扱局に指定いたしましたので、通知します。
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